
建築確認申請の提出先について 
 

・令和 7年 4月に改正建築基準法・建築物省エネ法が全面施行され、2階建て木造一戸建て

住宅などの建築確認申請における審査省略の特例制度がなくなりました。これにより審査項

目が大幅に増え、石川県においても審査業務にかかる時間が増加しております。 

・建築確認申請は、特定行政庁のほか民間の指定確認検査機関に提出することができます。 

・「石川県における特定行政庁の一覧」及び「石川県を業務区域に含む指定確認検査機関の

一覧」を以下に紹介します。確認申請を提出する際の参考に願います。 

 

石川県における特定行政庁の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



機関名称 主な対象建築物 連絡先 電子申請

㈱国際確認検査センター 全ての建築物 https://c-ias.jp/ ○

東京本社：03-3562-8980

大阪本店：06-6121-7050

㈱住宅性能評価センター 高さ≦60ｍ https://www.seinouhyouka.co.jp/ －

東京本社：03-5367-8773

㈱Ｊ建築検査センター 全ての建築物 https://www.jaic-co.com/ ○

大阪支店：06-6204-3210

東京・渋谷支店：03-5464-7778

東京・八重洲支店：03-5202-7577

㈱東京建築検査機構 全ての建築物 https://www.tokyo-btc.com/ ○

東京：03-6264-9583

㈱都市居住評価センター 2,000㎡超の木造 https://uhec.co.jp/ －

木造以外 東京：03-3504-2386

㈱西日本住宅評価センター 全ての建築物 https://www.whec.co.jp/ －

名古屋支店：052-218-8852

(一財)日本建築センター 500㎡超 https://www.bcj.or.jp/ ○

非住宅300㎡以上 大阪事務所：06-6264-7731

日本確認センター㈱ 全ての建築物 https://www.jac.biz-web.jp/ －

千葉：047-410-1266

日本建物評価機構㈱ 全ての建築物 https://www.jbao.co.jp/ －

東京：03-5542-1720

ハウスプラス住宅保証㈱ 全ての建築物 https://www.houseplus.co.jp/hpj/ －

東京：03-4531-7302

ビューローベリタスジャパン㈱ 全ての建築物 https://www.bvjc.com/ ○

名古屋駅前事務所：052-589-8977

名古屋事務所：052-238-6363

大阪事務所：06-6258-8231

その他（東京､横浜など）

(一財)ベターリビング 全ての建築物 https://www.cbl.or.jp/ ○

東京：03-5211-0599

日本ＥＲＩ㈱ 全ての建築物 https://www.j-eri.co.jp/ ○

金沢支店：076-261-7246

その他（新潟､名古屋､東京など）

日本建築検査協会㈱ 全ての建築物 https://jcia.co.jp/ ○

金沢・北陸支店：076-204-8101

東京本社：03-6202-3277

(一財)石川県建築住宅センター 300㎡以内の住宅 http://ikjc.jp/index.html －

金沢事務所：076-262-6543

小松事務所：0761-24-5234

※ 対象建築物、電子申請の適用、手数料など、詳細は各指定確認検査機関に確認してください。

R7.7 石川県土木部建築住宅課

特定行政庁のほか以下の機関に「建築確認申請」を提出できます！

（石川県を業務区域とする民間の指定確認検査機関の一覧）

【他県に事務所】

【石川県内に事務所】




